
都市計画原案の説明会
韮崎都市計画道路1・4・1号双葉・韮崎・清里幹線

（中部横断自動車道 双葉JCT～長野県境）

令和５年１０月

山 梨 県

⼭梨県



説明の順序 ⼭梨県

1. 中部横断⾃動⾞道の概要

2. 都市計画の概要

3. 都市計画原案の概要

4. 今後の⼿続きの流れ
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1. 中部横断⾃動⾞道の概要

⼭梨県
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⼭梨県中部横断⾃動⾞道の概要

○中部横断⾃動⾞道は静岡県静岡市を起点に、⼭梨県甲斐市を経由して⻑野県⼩諸市に⾄る⾼
速⾃動⾞国道です。

○このうち、⻑野県の⼋千穂⾼原IC〜佐久⼩諸JCT間は平成30年4⽉までに、静岡県〜⼭梨県
区間である新清⽔JCT〜双葉JCT間は令和3年8⽉までに開通しています。

〇中部横断⾃動⾞道が整備されることにより、東名・新東名⾼速道路、中央⾃動⾞道、上信越
⾃動⾞道が接続され、⽇本海及び太平洋の臨海地域と⻑野・⼭梨県との連携・交流が促進
するとともに、沿線の⽅々が安⼼して暮らせるネットワークの構築、物流体系の確⽴や広
域的観光ゾーンの開発・⽀援等に寄与するものと期待されています。

〇（仮称）⻑坂ＪＣＴから⼋千穂⾼原ＩＣ間の約４０㎞が唯⼀の未整備区間です。

⻑野県⼩諸市
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地
域
の
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題

・
複
数
案
の
設
定
︵
対
策
案
を
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提
⽰
︶
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関東⼩委員会
（第1〜4回）
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⽅
法
等

関東⼩委員会
（第5回）

（審議事項）

H24.4.12

・
意
⾒
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︑
⻑
野
県
側
の
⽅
針
案
等

関東⼩委員会
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⼭
梨
県
内
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と
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︵
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案
︶

ワーキング
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第1回
H24.11.21

第2回
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地元説明会
H25.1〜2

第3回
H25.6.27

・
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応
⽅
針
︵
案
︶
の
と
り
ま
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関東⼩委員会
（第7回）
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境
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に
お
け
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配
慮
書
⼿
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対
応
⽅
針
の
決
定

H27.4.9

計画段階評価⼿続き

環
境
影
響
評
価
︵
⽅
法
書
︶
⼿
続
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ー
ト
︵
事
業
予
定
者
案
︶
の
送
付

R5.7.19

都
市
計
画
の
⼿
続
き

⼭梨県中部横断⾃動⾞道（⻑坂〜⼋千穂間）の経緯
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環境影響評価法と本道路の位置づけ

○環境影響評価法では、規
模が大きく環境に大きな影
響を及ぼすおそれがある事
業を「第一種事業」として
環境影響評価を実施し、
高速自動車国道は、すべ
ての事業が該当します。

○本道路は環境影響評価の
対象です。

⼭梨県
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環境影響評価法と都市計画法 ⼭梨県

環境影響評価実施者 ＝ 事業予定者（国⼟交通省）

環境影響評価その他の⼿続き ＝ 都市計画決定権者（⼭梨県）

国⼟交通省 ⼭梨県

計画段階評価
（配慮書⼿続き） ⽅法書作成 ⽅法書

公告・縦覧 以降の⼿続き

⼿続きを引き継ぎ

環境影響評価法 第３８条の６の特例が適⽤

都市計画決定権者が事業予定者に代わり、環境影響評価その他
の⼿続きを都市計画の⼿続きと併せて⾏う

第1種事業を都市計画に定める場合
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環境影響評価及び都市計画決定の⼿続きの主な流れ

準備書 評価書配慮書 ⽅法書 調査・予測・
評価等の実施

公
聴
会

都市計画
案の作成
・縦覧

都市
計画

審議会

都
市
計
画
決
定

事
業
着
⼿

環境影響評価の⼿続き

都市計画決定の⼿続き

地域の皆様等からのご意⾒

現在

計
画
段
階
評
価

都市計画
原案

の作成

対
応
⽅
針
の
決
定
等

説
明
会

ルート
（事業予定者案）

の送付

⼭梨県
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２．都市計画の概要

⼭梨県
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⼭梨県

• 北杜市では⾼齢化が進展しており、救急搬送の需要が増加しています。
• 中部横断⾃動⾞道が整備されることで、⾼次医療施設へのアクセス向上による救命率の向上や、搬送中の患者へ
の負担軽減が期待されます。
救急搬送の需要増加

⾼齢化の進展に伴い、救急搬送件数は今後も増加する⾒込み

■全国と⽐較して早いペースで⾼齢化が進展
○北杜市における65歳以上⼈⼝割合の推移

17.4% 23.0%
28.6% 30.8% 34.8%

26.1%
31.2%

40.3%
46.7%

52.5%

0%

20%

40%

60%

80%

2000年 2010年 2020年 2030年 2040年

全国
北杜市

実績 推計
出典︓総務省「国勢調査」、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の地域別将来推計⼈⼝」

内閣府「令和5年版⾼齢社会⽩書」

■救急搬送の需要の増加
○峡北地域※における救急搬送⼈員の推移

3,457 
3,731 

4,124 
4,520 
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1,000

2,000
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4,000

5,000
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（⼈/年）

搬送人員は、15年間で
約1.3倍に増加

0.1%
新⽣児

4.6%
乳幼児 4.7%

少年

28.8%
成⼈

61.9%
⾼齢者

出典︓峡北広域⾏政事務組合消防本部 消防年報

年齢内訳（2022年）

高齢者が約６割

※韮崎市、北杜市、甲斐市（旧双葉町地区）

中部横断⾃動⾞道を活⽤することで救命率向上に期待

■三次救急医療施設へのアクセス性が向上

■開通への期待

緊急時には1分1秒の遅れが救命率に⼤きく関わるため、中部横断⾃動⾞道
の開通は沿線地域にとって⼤きな効果と⾔えます。⾼速道路は路⾯の段差が
少なく、搬送される患者の負担も⼩さいという点もメリットです。 NPO法⼈

災害・ボラン
ティア未来会R4.9.13 中部横断⾃動⾞道開通記念 リレーシンポジウム第3回

「強靭な県⼟へ 〜中部横断⾃動⾞道の役割〜」のコメントに基づく

出典︓国⼟交通省関東地⽅整備局甲府河川国道事務所のホームページ

⼭梨県内唯⼀の
三次救急医療施設

清⾥駅〜佐久総合病院
約7分短縮（51分→44分）

清⾥駅〜諏訪⾚⼗字病院
約6分短縮（54分→48分）

清⾥駅〜⼭梨県⽴中央病院
約6分短縮（45分→39分）

⾼次医療施設へのアクセス

救急医療の速達性・信頼性が向上

都市計画決定について
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⼭梨県

災害に強い地域づくりに貢献

• ⼭梨県と⻑野県佐久地域を結ぶ国道141号沿線には⼟砂災害警戒区域が存在し、⼤⾬等による事前通⾏規制区間も
存在します。これにより災害時の⽀援遅れなどのリスクが想定されます。

• 中部横断⾃動⾞道が整備され代替路が確保されることで、発災時のリスク低減や迅速な復旧が期待されます。

北杜市には⾯的に⼟砂災害警戒区域が広がっており、安定した道路
サービスに課題

■国道141号周辺の⼟砂災害警戒区域・事前通⾏規制区間

出典︓⻑野県資料を加⼯

中部横断⾃動⾞道の開通によって、災害時の代替路が確保
■被災時に中部横断⾃動⾞道が代替路として機能

画像︓⼭梨県

事前通⾏規制区間
⾼根町⻑沢（⼤⾨ダム⼊⼝分岐）

〜⾼根町念場原 3.0km
規制⾬量:80mm

11:10
1:40

4:00
17:00
19:10
8:00
28:30
4:20
25:00

32:30

12:10
5:30

0:00 12:00 24:00 36:00 48:00

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

⾬量 災害

○国道141号の累積通⾏⽌め時間（年間）

（一）千曲川

（一）千曲川

国道１４１号

現道の災害に対する脆弱性 国道１４１号の代替路の確保

出典︓国⼟交通省

主要地⽅道北杜富⼠⾒線
（⼭梨県北杜市⼤泉町⾕⼾地内）
⼟砂流出

⼟砂流出により延⻑約9.3㎞
にわたり全⾯通⾏規制を実施

令和元年東⽇本台⾵災害により
通⾏⽌めとなった国道141号に対し、
⼋千穂⾼原IC〜佐久⾅⽥IC間が

代替路として機能

都市計画決定について

10
出典︓⼭梨県区間のデータ

規制⾬量︓100mm

規制⾬量︓80mm



⼭梨県

⾝近な道路の安全性・快適性が向上

• 国道141号には急カーブや急勾配の区間が複数存在し、⼤型⾞も多く⾛⾏しています。
• また国道141号ではこれまでに死亡事故を含む重⼤事故も発⽣しています。
• 中部横断⾃動⾞道が整備されることで国道141号の交通量が減少し、安全性・快適性が向上することが期待されます。

国道141号には急カーブや急勾配区間が点在し、重⼤事故も発⽣

■国道141号沿いの線形不良箇所および事故発⽣箇所

出典：道路分科会関東地⽅⼩委員会 H22年度第1回配布資料、ITARDAデータ（H28-R1）に基づき作成）
画像：国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所資料 出典：国⼟交通省甲府河川国道事務所・⼭梨県中部横断⾃動⾞道 ⼭梨〜静岡間全線開通1年後の整備効果（2022.9.16）

○中部横断道（静岡-⼭梨間）開通前後の現道の交通量の変化
■⾼速道路開通による通過交通の転換

○死傷事故率（件/億台キロ）※

⾼速道路は、⼀般道と⽐較して事故の発⽣リスクが極めて低い
■⾼速道路と⼀般道路の安全性の⽐較

出典：道路分科会第13回事業評価部会（H28.3.10） データ：H25年の全国の⾼速道路および⼀般道路

⾼速道路開通に伴い、現道（国道141号）の交通量の減少・安全性
向上が期待

※⾃動⾞⾛⾏台キロ当たりの死亡⼜は負傷を伴う事故の件数

93.0

4.19 3.98
0

50

100

⼀般道路 高速道路４車線以上 高速道路暫定2車線

⾼速道路は⾃動⾞の⾛⾏環境が良いため、
⼀般道と⽐較して事故の発生リスクが極めて低い

19,200 

10,300 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2018年 2022年

（台／⽇）

2021.8.29
中部横断⾃動⾞道（新清⽔JCT〜双葉JCT）全線開通

国道52号の断⾯交通量（平⽇・全⾞）

約5割減
計測箇所

現状の道路環境 開通による安全性の向上

都市計画決定について
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⼭梨県都市計画決定について

上位計画 主要施策（抜粋）

⼭梨県総合計画
（令和3年7⽉）

産業・観光振興や災害発⽣時の輸送路
確保、また、都市部との⼆拠点居住の
促進に向けて、本県と県外とを結ぶ⾼
速道路等の強靱で信頼性の⾼い道路
ネットワーク整備を図るため、中部横
断⾃動⾞道⻑坂〜⼋千穂間の整備が位
置付けられている。

⼭梨県都市計画
マスタープラン

（令和2年10⽉）

都市計画区域
マスタープラン
（令和3年7⽉）

上位計画の⼭梨県都市計画マスタープ
ラン（令和2年10⽉改定）の⽬指すべ
き県⼟構造において、県内外や地域間
との連携・交流を⽀える軸として位置
付けられている。また、これを踏まえ
策定した都市計画区域マスタープラン
の主要な施設の配置の⽅針等において、
国⼟レベルの連携、県外及び本７区域
外の拠点を結ぶ路線として中部横断⾃
動⾞道⻑坂〜⼋千穂間の整備が位置付
けられている。

⽬指すべき県⼟構造

12

出展︓⼭梨県都市計画マスタープラン



都市計画決定の区間

双葉JCT

須⽟IC

（仮称）⻑坂JCT

甲府都市計画区域

甲斐市

韮崎市

北杜市

⻑野県境

新設区間
（仮称）⻑坂JCT〜⻑野県境
L＝約12.2km

既設区間（中央⾃動⾞道）
双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT
L＝約20.6km

韮
崎
都
市
計
画
道
路

双
葉
・
韮
崎
・
清
⾥
幹
線

⻑坂IC

韮崎都市計画区域

⽩根IC

南アルプスIC

増穂IC

︵
都
︶
⽩
根
・

双
葉
幹
線

︵
都
︶
増
穂
・

⽩
根
幹
線

双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT〜⻑野県境

○韮崎都市計画区域（韮崎市、甲斐市）の
各都市計画マスタープランにおいて、広域
的な連携の強化路線として位置づけ

①既存⼯業機能の維持・強化
②企業誘致
③観光振興の促進など

○中部横断⾃動⾞道の役割・位置づけが
明確となり理解促進につながる

○都市計画決定することで
①計画段階における整備に必要な区域の

明確化
②⼟地利⽤や各都市施設間の計画の調整
③住⺠の合意形成の促進

⼭梨県

韮崎IC

都市計画決定について
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計画段階評価
●地域住⺠の皆様等とのコミュニケーション活動

（アンケート、オープンハウス、意⾒交換会）
●住⺠説明会

引き続き

都市計画法の⼿続きにより公平性・透明性の確保
●住⺠説明会
●公聴会
●意⾒書の提出等

合意形成

⼭梨県都市計画決定について
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横断図の例 ※道路事業の範囲や構造は
事業着⼿後に設計します

都市計画道路の決定幅 道路の幅員＝

1.75m 1.75m7.00m7.00m 3.00m

20.50m

都市計画道路の決定幅

道路事業範囲

1.50m 1.50m

⼭梨県都市計画道路の決定幅
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⼭梨県都市計画道路の決定幅

【代表的な横断図】

地表式

都市計画決定幅

嵩上式 地下式

都市計画決定幅 都市計画決定幅

16



申請不要

都 市 計 画 道 路 の 区 域

申請不要

53条申請が必要な
建築⾏為

○階数２以下で、かつ、地階を
有しないもの

○主要構造部が⽊造・鉄⾻造・
コンクリートブロック造等で
容易に移転、除却できるもの

【許可基準】

区域内で新たに建築

市町村へ許可申請

都市計画施設等の区域内での建築制限

都市計画決定 都市計画制限
（都計法第53条）

⼭梨県都市計画決定による制限

17



３．都市計画原案の概要

⼭梨県
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名 称 １・４・１号 双葉・韮崎・清⾥幹線

起 点 甲斐市⿓地（中央⾃動⾞道 双葉JCT）

終 点 北杜市⾼根町浅川（⻑野県境）

延 ⻑ 約 ３３km

⾞ 線 数 ４⾞線

設 計 速 度 ８０km/h

道路構造の概要
○代表幅員 20.5m
○構造形式

地表式、嵩上式、地下式、掘割式

都市計画道路の計画諸元 ⼭梨県
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⼭梨県都市計画道路（原案）の概要

⻑坂JCT(仮称)

⾼根IC(仮称)

清⾥IC
(仮称)

⻑ 野 県

20

電波天文台への影響
からルート帯の配置が
不可能なエリア

鳥獣保護区

国定公園

牧場・スキー場

別荘地

住宅地・集落

主要地方道

一般県道

一般国道

高速道路

市町村境

県境

凡 例

凡例
：1kmルート帯
：ICの概略位置（⼭梨県側）

⼭梨県

◆ 基本構造

◆ 縦断図

〇ルート・構造の基本的な考え⽅
・中央⾃動⾞道⻑坂IC付近に接続
・国道１４１号と交差、並⾛
・縦断勾配はおおむね４％
・⼟⼯、トンネル、橋梁が主な構造
（最⼤標⾼差約400m）

中部横断自動車道（長坂JCT（仮称）～長野県境）約12.2km



⼭梨県都市計画道路（原案）の概要

拡⼤図を次⾴

眺望点
（金生遺跡）

⾄ 甲府市

⾄

佐
久
市

⾄ 諏訪市

⻑坂JCT
（仮称）

眺望点
（五町田）

眺望点
（観音寺）

⾼根IC
（仮称）

1km

21

配慮したポイント
・家屋、既存集落等
・公共施設等
・発電施設等
・⼤規模⼯場等
・農地、農業関連施設等
・神社仏閣、史跡・⽂化財
・急傾斜地崩壊危険区域
・防⾵林、保安林

住宅地・集落等住宅地・集落等

住宅地・集落等

住宅地・集落等 住宅地・集落等

住宅地・集落等

住宅地・集落等
住宅地・集落等

住宅地・集落等
住宅地・集落等

住宅地・集落等

住宅地・集落等

ＪＴＥＫＴ

相川ﾌﾟﾚｽ⼯業



⼭梨県都市計画道路（原案）の概要

清⾥IC
（仮称） ⾄

佐
久
市

眺望点
（おいしい学校）

大門ダム

牧場・別荘地等

1km

22

⾼根IC
（仮称）

住宅地・集落等

牧場・別荘地等

牧場・別荘地等

配慮したポイント
・家屋、既存集落等
・公共施設等
・発電施設等
・農地、農業関連施設等
・神社仏閣、史跡・⽂化財
・急傾斜地崩壊危険区域
・防⾵林、保安林

⻑
坂
J
C
T

⾄

(

仮
称)



⼭梨県都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）

都市計画道路の区域線

双葉JCT

⾄ 甲府

⾄ 諏訪

⾄ 静岡

甲斐市

計画図（1/11）
S=1:2,500

23

凡例



⼭梨県

⾄ 甲府

⾄ 諏訪

都市計画道路の区域線

甲斐市

計画図（2/11）
S=1:2,500

24

B＆G
海洋センター

JA梨北共選所

都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）



⼭梨県

⾄ 甲府

⾄ 諏訪

都市計画道路の区域線

韮崎市

韮崎IC

計画図（3/11）
S=1:2,500

25

都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）



⼭梨県

⾄ 甲府

⾄ 諏訪

都市計画道路の区域線

韮崎市 北杜市

韮崎市

計画図（4/11）
S=1:2,500

26

鷹之巣橋

駒井橋

都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）



⼭梨県

⾄ 甲府

⾄ 諏訪

都市計画道路の区域線

韮崎市

北杜市

計画図（5/11）
S=1:2,500
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三村橋

道の駅にらさき

都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）



⼭梨県

⾄ 甲府
⾄ 諏訪

都市計画道路の区域線

韮崎市

北杜市

須⽟IC

計画図（6/11）
S=1:2,500
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桐ノ⽊橋

桐ノ⽊橋
交差点

都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）



⼭梨県

⾄ 甲府

⾄ 諏訪

都市計画道路の区域線

須⽟IC

韮崎市

北杜市

計画図（7/11）
S=1:2,500
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北杜市役所

都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）



⼭梨県

⾄ 甲府

⾄ 諏訪

都市計画道路の区域線

北杜市

計画図（8/11）
S=1:2,500
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JR ⽇野春駅

都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）



⼭梨県

⾄ 甲府
⾄ 諏訪

都市計画道路の区域線

北杜市

計画図（9/11）
S=1:2,500
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松宮諏訪神社

北杜⾼校

都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）



⼭梨県

⾄ 甲府

⾄ 諏訪

都市計画道路の区域線

北杜市

計画図（10/11）
S=1:2,500
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JA梨北
農産物直売所

都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）



⼭梨県

⾄ 甲府
⾄ 諏訪

都市計画道路の区域線

北杜市

計画図（11/11）
S=1:2,500
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⻑坂IC

（仮称）⻑坂JCT

都市計画道路の区域（双葉JCT〜（仮称）⻑坂JCT）



⼭梨県都市計画道路の区域（（仮称）⻑坂JCT〜⻑野県境）

34
都市計画道路の区域線 参考図（1/7）

S=1:2,500

⾄ 諏訪

⾄ 甲府

⾄ 佐久

凡例

（仮称）⻑坂JCT



⼭梨県
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都市計画道路の区域（（仮称）⻑坂JCT〜⻑野県境）

都市計画道路の区域線 参考図（2/7）
S=1:2,500

⾄ 佐久

⾄ （仮称）⻑坂JCT



⼭梨県
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都市計画道路の区域（（仮称）⻑坂JCT〜⻑野県境）

都市計画道路の区域線

参考図（3/7）
S=1:2,500

⾄ 佐久

⾄ （仮称）⻑坂JCT



⼭梨県

都市計画道路の区域線 参考図（4/7）
S=1:2,500

⾄ 佐久

⾄ （仮称）⻑坂JCT

37

都市計画道路の区域（（仮称）⻑坂JCT〜⻑野県境）



⼭梨県
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都市計画道路の区域（（仮称）⻑坂JCT〜⻑野県境）

都市計画道路の区域線 参考図（5/7）
S=1:2,500

⾄ 佐久

⾄ （仮称）⻑坂JCT



⼭梨県
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都市計画道路の区域（（仮称）⻑坂JCT〜⻑野県境）

都市計画道路の区域線
参考図（6/7）

S=1:2,500

⾄ 佐久

⾄ （仮称）⻑坂JCT



⼭梨県

都市計画道路の区域線 参考図（7/7）
S=1:2,500

⾄ 佐久

⻑野県境

⾄ （仮称）⻑坂JCT 40

都市計画道路の区域（（仮称）⻑坂JCT〜⻑野県境）



⼭梨県都市計画原案

計画書 総括図
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韮崎都市計画道路の決定（山梨県決定）

　　　　韮崎都市計画道路に、１・４・１号双葉・韮崎・清里幹線を次のように追加する。

区 域

番 号 路 線 名 起 点 終 点 主な経過地 延 長 構造形式 車線の数 幅員
地表式の区間に
おける鉄道等と
の交差の構造

地表式 地表式 20.5m　21.0m 地表式L=20,010m

嵩上式 嵩上式 19.5m  20.5m 嵩上式L=9,130m

堀割式 堀割式　20.5m　21.0m 堀割式L=2,750m

地下式 地下式　17.0m 地下式L=830m

地表式 20.5m　21.0m

嵩上式 19.5m  20.5m

堀割式　20.5m　21.0m

地下式　17.0m

出入口：起終点方向、主要地方道 韮
崎昇仙峡線に接続（韮崎ＩＣ）

出入口：起終点方向、国道141号に接
続（須玉ＩＣ）

出入口：起終点方向、主要地方道 長
坂高根線に接続（長坂ＩＣ）

出入口：起終点方向、国道141号に接
続（仮称 高根ＩＣ）

出入口：起終点方向、国道141号に接
続（仮称 清里ＩＣ）

種
別

名　 称 位　　置 構　　造

自
動
車
専
用
道
路

なお、北杜市須玉町大豆生田に出入り口を設ける。

なお、北杜市長坂町大八田に出入り口を設ける。

なお、北杜市高根町堤地内に出入り口を設ける。

なお、北杜市高根町清里地内に出入り口を設ける。

甲斐市龍地で中央自動車道と韮崎都市計画道路1･4･102白根･双葉幹線に接続
北杜市長坂町大八田で中央自動車道と接続
北杜市高根町浅川で佐久都市計画道路1･4･1南牧佐久線に接続

なお、北杜市長坂町大八田にジャンクションを設ける。

備 　考

１・４・１号 双葉・韮崎・清里幹線 甲斐市龍地
北杜市高根町浅

川
北杜市長坂町

大八田
4車線

自動車専用道路
甲府外郭環状道
路北区間と立体

交差1箇所

車線の数の内訳

約32,720m

４車線 約32,720m

なお、韮崎市穂坂町宮久保に出入り口を設ける。

その他



⼭梨県都市計画原案

都市計画道路の区域線
計画図（代表例）

S=1:2,500

計画図

計画図 全18枚
42



４．今後の⼿続きの流れ

⼭梨県
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今後の⼿続きの流れ

準備書 評価書配慮書 ⽅法書 調査・予測・
評価等の実施

公
聴
会

都市計画
案の作成
・縦覧

都市
計画

審議会

都
市
計
画
決
定

事
業
着
⼿

環境影響評価の⼿続き

都市計画決定の⼿続き

地域の皆様等からのご意⾒

計
画
段
階
評
価

都市計画
原案

の作成

対
応
⽅
針
の
決
定
等

説
明
会

ルート
（事業予定者案）

の送付

⼭梨県
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お問い合わせ先 ⼭梨県
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◆都市計画手続きに関する問合せ

山梨県 県土整備部 都市計画課

TEL:0５５-２２３-１７１６（直通）

◆事業予定者の連絡先

国土交通省 関東地方整備局

甲府河川国道事務所 調査課

TEL:0５５-２５２-５４９１（代表）

【参 考】


